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主要観光地 

中国地方及び県内には，世界遺産や日本遺産などをはじめとした魅力的な観光資源 
が広域なエリアに幅広く分布しており，各地域ではそれぞれの観光資源のブラッシ

ュアップや連携による魅力創出の取組が行われています。 
また，近年盛り上がりを見せるサイクリングを活用した観光振興では，中国知事会に

おいて，各県にまたがるサイクリングルートや各県の推奨するサイクリングルートの
一体的なプロモーションなどの，広域観光の促進に向けた取組も進められています。 

図表 中国地方の主要観光資源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼秋吉台 

▼鳥取砂丘 

▼出雲大社 

▼倉敷 ▼国営備北丘陵公園 ▼大和ミュージアム ▼鞆の浦 ▼平和記念公園 

▼嚴島神社 

▼中国 5 県サイクリングマップ 
▼しまなみ海道サイクリングロードがナショ
ナルサイクルルートに指定（令和元年１１月） 

▼ナショナルサイクルルート（しまなみ海道
サイクリングロード） 
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図表 県内の主要観光資源 
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▼サイクリングモデルルート 

ルート名 延⾧ 通過市町 

しまなみ海道サイクリングロード 

（ナショナルサイクルルート） 
70km 尾道市 今治市 

やまなみ街道サイクリングロード 187km 尾道市 松江市 

かきしま海道サイクリングロード 74km 呉市 江田島市 

安芸灘とびしま海道サイクリングロード 50km 呉市 今治市 

R185 さざなみ海道サイクリングロード 82km 呉市 尾道市 

やまがたロングサイクルコース 144km 安芸太田町 北広島町 

鞆の浦しおまち海道サイクリングロード 34km 福山市 尾道市 
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観光客数の推移 

本県の総観光客数は，近年，県内・県外観光客，外国人観光客ともに，平成 30 年 7
月豪雨の影響を受けた平成 30 年を除き増加傾向にあります。特に，外国人観光客の増
加が顕著となっています。 

 

図表 県内・県外観光客数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 広島県観光連盟「広島県観光客数の動向」（平成 31 令和元年） 

 

 

 

図表 外国人観光客の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 広島県観光連盟 広島県観光客数 動向 （平成 31 令和元年） 
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2-4 交通結節点の状況 

広島空港 

広島空港の利用者数は，平成 23 年度以降増加傾向にあり，令和元年度は 300 万人
となっています。また，広島空港へのアクセスは，道路系のアクセスが約９割となって
おり，広島市を出発・目的とする利用が約半数を占めています。 

 
図表 広島空港 利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料 令和元年空港管理状況調書 

 

図表 広島空港の代表ｱｸｾｽ手段割合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 広島空港利用者 出発地 目的地（国内旅行 県内利用者） 
 

 

 

 

 

 

 

  
資料 令和元年度航空旅客動向調査 

【出発地】 【目的地】 

資料 令和元年度航空旅客動向調査 

272.0
255.8 265.3 264.1 272.1 266.8
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350.0

平成22年度

（2010）

平成23年度

（2011）

平成24年度

（2012）

平成25年度

（2013）

平成26年度

（2014）

平成27年度

（2015）

平成28年度

（2016）

平成29年度

（2017）

平成30年度

（2018）

令和元年度

（2019）

（万人）

空港直行  

32.5%

高速バス 5.7%

貸切 観光  5.3%

路線   市内電車 1.6%タクシー・ハイヤー 2.4%

自家用車

27.3%

レンタカー

11.0%

  他 不明

14.1%

広島市

46.5%

呉市4.8%三原市3.8%尾道市2.8%

福山市6.1%

東広島市7.5%

廿日市市1.6%

その他

27.0% 広島市

46.7%

呉市 6.1%三原市 3.2%
尾道市 3.5%

福山市 5.0%

東広島市 7.2%

廿日市市 1.5%

その他

26.7%
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ＪＲ駅，フェリーターミナル，バスターミナル等 

ＪＲ駅別乗降客数は，山陽側の中心都市の駅で乗降が多くなっています。中でも，広
島駅の乗降客数は他の駅に比べ突出しています。フェリーターミナル等の船舶乗降客
数は，日本三景・世界文化遺産の島である宮島と，本土側の宮島口を結ぶ「厳島港」が
全国１位となっており，県内では「広島港」「小用港」「土生港」が続きます。都市間高
速バスを運行する主要なバスターミナルとしては，「広島バスセンター」「広島駅」「福
山駅」等があります。「三次駅」はＪＲ利用者の乗降や都市間高速バス便数も多く，県
北エリアの交通結節点となっています。 

図表 ＪＲ主要駅 乗降客数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 港の乗降客数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料 国土数値情報 駅別乗降客数（平成 30 年度） 

資料 港湾統計年報（令和元（2019）年度） 
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図表 都市間高速   運行状況（便数上位 5 拠点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料 運輸要覧 中国運輸局（平成 30 年度） 
※往復 1 便  ，50 ㎞以上 運行路線 対象 

広島バス
センター

広島駅 西条駅 三原駅 尾道駅 新尾道駅 福山駅 東福山駅 三次駅 呉駅

36 0 0 0 0 0 36 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 14 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

52 52 0 0 0 0 0 0 52 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 17 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

4 4 0 0 0 0 0 0 0 4

170 76 0 0 14 0 51 0 52 15

53 54 0 0 0 0 0 0 0 0

9 7 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.5 26.5 2 1 6 0 12 2 5 1

12 12 0 0 3 7 20 0 0 0

10 10 0 0 0 0 10 0 0 0

広島 東広島

岡　　山

九州方面

四国方面

山　　口

近畿以東

県内

計

島　　根

鳥　　取

広島 竹原

広島 豊栄

呉 豊島

広島 豊島

広島 福山

広島 府中 平成大
学広島 尾道 因島

広島 甲山 甲奴

福山 因島

広島 三次 庄原 東
城広島 三段峡

ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ
行 先
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2-5 中山間地域における公共交通機関の状況 

県内の２３市町の内，全域が中山間地域となる市町は１０市町，一部が中山間地域を
なる市町は９市町あり，その面積は県土の約７割を占めています。 

中山間地域では，鉄道，路線バスの廃止・減便などを背景に，特に移動手段の選択肢
が限られた高齢者などの生活交通の確保が大きな課題となっています。 

このような中，重要な生活交通を維持するため，県内全２３市町において，県の運行
経費補助を受け維持されている路線バス，デマンド交通，コミュニティバスなどの地域
交通が運行されています。 

 
※中山間地域とは 

離島振興法，山村振興法，半島振興法及び過疎地自立促進特別措置法のいずれかに指定された地域。 

 

図表 平成 30 年 3 月に廃止されたＪＲ三江線           図表 平成 15 年 12 月に廃止されたＪＲ可部線（可部 三段峡間） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料 広報みよし（2016 年 2 月号） 
※可部－あき亀山間は平成 29 年 3 月に再開

広島市

安芸太田町

北広島町

廿日市市

可
部
駅

あ
き
亀
山
駅

三
段
峡
駅

広島駅

横川駅

JR可部線

JR芸備線

H15.12廃止区間

H29.3再開
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2-6 人流 交通手段割合 

本県の人流の交通手段割合は，県全域では「自家用車」の割合が 46％と最も大きく
全国平均と同程度となっており，次いで「自転車」「鉄道・電車」「乗合バス」「徒歩」
が続いており，マイカーによる移動が多くなっています。 

また，全域が中山間地域の市町は公共交通の選択肢の少ないことから，「自家用車」
が 71％を占めており，マイカー依存が顕著となっています。 

 
図表 交通機関分担率（通勤 通学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 平成 22 年国勢調査 

 

図表 中山間地域を有する市町 

 

 

 

 

 

資料 広島県中山間地域振興計画 平成 26 年 
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勤め先・学校のバス 自家用車 ハイヤー・タクシー

オートバイ 自転車 その他



 

－36－ 
 

2-7 人流 主 利用路線 

自動車交通の主な利用路線を見ると，多くの交通は，山陽側に位置する山陽自動車道や国道２号をはじめとした，人口や都市機能が集積している広島都市圏や福山都市圏周辺の路線に集中しています。また，広
島圏域，備後圏域から備北圏域へのアクセスする路線も多く利用されています。 

図表 平成 27 年度道路交通    交通量（全車） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 平成 27 年度道路交通センサス 
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3章 災害に係る現況 

3-1 災害 激甚化，多頻度化 

近年，全国の 1 時間降水量 50 ㎜以上の年発生回数が増加するなど，気象環境が厳し
さを増しており，中国地方においても，山口県防府市豪雨災害（2009 年），広島県庄
原市豪雨災害（2010 年），山口県・島根県豪雨災害（2013 年），広島市豪雨災害（2014 
年），平成 30 年 7 月豪雨災害（2018 年）等の大規模な災害が発生し，災害が激甚
化，多頻度化しています。 

 
図表 中国地方における主な自然災害の発生状況（昭和 47 年 平成 30 年 12 月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 中国地方新広域道路交通    （案）中間     （平成 31 年 1 月） 

 
図表 全国［    ］１時間降水量 50ｍｍ以上 年間発生回数 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 気象庁 
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土砂災害 

本県の地形は，県土の約 7 割を山地が占めており，全般的な急峻な山地が多く，土石
流危険渓流，急傾斜地崩壊危険箇所及び地すべり危険箇所を合わせた土砂災害危険箇
所数は 31,987 箇所（全国最多）となっています。また，土砂災害防止法に基づく土砂
災害警戒区域の指定見込区域数は令和 2 年 9 月末時点で 47,000 件以上にのぼってい
ます。こうした地形条件に加えて，本県には，風化が進んだ崩れやすい花崗岩（マサ土）
や流紋岩等から構成される地質が南部を中心とした人口密集地域に広く分布しており，
⾧雨や集中豪雨を起因とする，がけ崩れや，土石流の発生による土砂災害が起こりやす
い特性を有しています。 

平成 30 年 7 月豪雨災害では，県内の広範囲で同時多発的に土石流や洪水氾濫等が発
生し，発災直後には，山陽自動車道や中国縦貫自動車道，広島呉道路，東広島・呉自動
車道等をはじめ，多くの幹線道路が通行止めとなり，孤立した地域も発生するなど，大
きな影響がありました。 

図表 土砂災害警戒区域指定箇所数（令和 2 年 9 月末時点） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

図表 H30.7.8 時点 高速道路及 JR 線通行止 区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料 国土交通省 ※1土砂災害 発生  場合  住民等 生命又 身体 危害 生         認    土地 区域  
※2土砂災害警戒区域のうち，土砂災害 発生  場合  建築物 損壊 生 住民等 生命又 身体 著  危害 生         認    土地 区域  

47,689
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地震 

地震災害については，大規模地震の発生確率や被害想定が明らかになる中で，本県に
おいても今後 30 年間に震度 5 以上の地震が発生する確率が高いとされています。ま
た，国の地震調査研究推進本部（文部科学省に設置）地震調査委員会が公表する南海ト
ラフ地震の⾧期評価の地震発生確率の値は，時間の経過とともに高くなっています。 

 

図表 確率的地震予測地図（2019 年 1 月修正版） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 全国地震動予測地図 2018 年版地図編／地震調査研究推進本部（平成 30 年 6 月） 

 
図表 令和 2 年１月１日 起点   南海   地震 発生確率 

 評価時点 10 年以内 30 年以内 50 年以内 

南海トラフ地震 
（Ｍ８ Ｍ９   ） 

令和 2 年 
1 月 1 日 30％程度 70％ 80％ 90％程度     

それ以上 

資料 広島県地域防災計画（震災対策編・南海トラフ地震防災対策推進計画）／広島県防災会議（令和 2 年 6 月修正） 
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大雪 

雪害については，近年，24 時間降雪量の増大，積雪深さの観測史上最大の更新など，
雪の少ない地域も含め，集中的な大雪が局所的に発生しており，大雪時の車両の対流
は，国民生活や企業活動に大きく影響しています。 

本県においても，県北部である芸北地域や備北地域では，冬季は寒冷で積雪が多く，
地域の一部が積雪寒冷特別地域に属しているなど，冬季における生活環境は厳しい状
況です。近年は冬期の平均気温の上昇により積雪量は少なくなっているものの，他県と
同様に，冬期において県北部を中心に断続的に大雪が発生し，地域住民の生活や経済活
動に多大な影響を及ぼす可能性を有しています。 

図表 近年    大雪等   主 通行止  立往生等 発生状況 

鳥取道及び周辺国道における大規模立往生（平成 29 年度）       平成 30 年福井豪雪 
 
 
 
 
 
 

資料 国土交通省 

図表 本県 国県道 積雪等   通行止 回数 
項目 単位 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 

交通止 延⾧及 路線実数 

（常時） 

延⾧ km 84 84 84 84 84 

路線実数 路線 17 17 17 17 17 

臨時交通止 回数  

延べ交通止め時間 

総回数 回 16 3 2 0 4 

総時間 時間 991 170 841 0 185 

法面対策 

本県の山間部の道路のうち急峻な地形が多い区間については，道路への落石や法面
崩壊の発生する恐れが高い区間が数多く存在しており，法面からの落石及び崩壊が発
生しています。安芸太田町津浪の一般国道 191 号では，平成 30 年 6 月 6 日に法面崩
壊が発生し，崩土に巻き込まれた車が太田川に転落し，1 名の方が亡くなられる事故が
発生しました。 

 
図表 法面の崩壊による被災状況 

国道 191 号（安芸太田町津浪（H30.6）） 国道 186 号（北広島町細見（H29.1））   国道 182 号（福山市加茂町百谷（H27.7）） 
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警戒区域等の状況は次のとおりです。 
 

図表 土砂災害警戒区域・特別警戒区域 
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図表 河川浸水想定区域・津波浸水想定 
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図表 法面崩壊等の危険性がある区間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  

※広島県が管理  道路    ，走行注意    図示     
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図表 異常気象時規制区間 

 
 
 

 

 

 

資料（広島市分） 広島市 

※広島県が管理  道路    ，特殊通行規制区間 記載している 
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3-2 防災に向けた最近の取組 

防災・減災，国土強靭化のための 5  年加速化対策 

令和 2 年 12 月に「防災・減災，国土強靭化のための 5 か年加速化対策」が閣議決定
し，令和 2 年度 3 次補正から予算措置されています。 

図表 防災・減災，国土強靱化    ５ 年加速化対策（道路関係） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成３０年７月豪雨災害   復旧 復興    

本県では，平成 30 年 7 月に発生した西日本豪雨災害に対し，単なる復旧に留まら
ず，本県をさらに発展させるために，基本的な方針となる「平成 30 年 7 月豪雨災害か
らの復旧・復興プラン」を策定し，防災に向けた取組を推進しています。 

図表 平成 30 年 7 月豪雨災害   復旧 復興    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

資料 国土交通省 

資料 平成 30 年 7 月豪雨災害   復旧 復興    
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巨大地震（南海トラフ地震） 備  道路啓開計画 

中国地方整備局では，平成 28 年度に設置した中国地方道路啓開等協議会において，
関係機関が連携した広域的な受援・支援活動に伴う道路啓開の考え方や，事前に備える
べき事項を定めた「中国地方道路啓開計画（案）」を策定しています。 

本県においても，「中国地方道路啓開計画（案）」に基づき，「広島県道路啓開計画（案）」
を策定し，あらかじめ本県の道路啓開の目標となる接続拠点と，接続拠点に至るルート
等，道路啓開の基本的な方針を定め，大規模災害発生時に迅速で効率的な道路啓開の実
施を目指すものとしています。 

図表 道路啓開の概要 
道路啓開とは 緊急車両等の通行のため，早急に最低限の瓦礫処理を行い，簡易な段差修正等に 

より救援ルートを開けることをいう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後の法面対策のあり方検討会 

平成 30 年６月に発生した一般国道 191 号の道路法面崩壊や，平成 30 年７月豪雨を
踏まえ，県下全域（県管理道）にわたる当面の対策及び中・⾧期的な対策について，有
識者で構成した「今後の法面対策のあり方検討会」を設置し，法面整備方針を取りまと
めるとともに，今後の法面対策のあり方に関する提言が示されました。 

図表 今後の法面対策のあり方検討方針 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

資料 国土交通省 

資料 今後 法面対策   方検討会（令和元年 6 月）に基づき作成 

１．検討対象となる斜面の抽出（斜面勾配・高さ） 

２．斜面区間の区分け・細分化 

３．勾配と高さによるケース区分 

４．斜面の危険度評価 係 指標の検討 

５．総合評価（机上スクリーニング・現地確認） 

６．整備方針の検討 
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3-3 緊急輸送道路 

本県では，平成７年の阪神・淡路大震災を契機に，地震直後から発生する救命活動・物資輸送など緊急輸送を迅速かつ確実に実施するため，平成８年度に広島県緊急輸送道路ネットワーク計画を策定しています。
本計画では，大規模災害時における災害対策活動の拠点，救援物資の輸送及び救援部隊集結のための拠点や交通の結節点を重要度により 3 段階に分類した「防災拠点」と，これら「防災拠点」を結び連携を確保す
る「緊急輸送道路」を定めています。平成 25 年には，東日本大震災の教訓を踏まえ，隣接県との広域的な災害支援を迅速かつ確実に実施する観点から，広域ネットワークの骨格となる第１次緊急輸送道路のうち，
県内及び隣接県の救援拠点を相互に連絡する路線を，広域的な災害支援に資する路線として選定しています。 

図表 緊急輸送道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 施設

第１次防災拠点
防災拠点上重要と考えられる施設
（整備局庁舎，県庁舎，役場庁舎，救援拠点施設，空港，港湾，

自衛隊基地，インターチェンジ など）

第２次防災拠点
１次防災拠点を除く拠点を原則として２次防災拠点として選定

（警察署，消防署，ヘリポート，フェリーターミナル，鉄道駅前広場，
道の駅 など）

第３次防災拠点
緊急物資の供給などに必要な人及び物資などの輸送において末端の拠点と
なる広域避難場所を選定 （広域避難場所）

▼防災拠点

区分 施設

第１次緊急輸送道路
広域       骨格   高規格幹線道路及 第１次防災拠点 相互
 連絡  路線 選定 ，広域市町村圏相互の連携を確保する。

第２次緊急輸送道路
第１次緊急輸送道路 第２次防災拠点 連絡  路線 選定 ，第１
次緊急輸送道路 補完  路線 位置  ，市町村相互の連携を図る。

第３次緊急輸送道路
第１次緊急輸送道路，第２次緊急輸送道路 第３次防災拠点 連絡 
 路線 選定 ，第１次，第２次緊急輸送道路  距離   拠点 補
完するネットワークにより構成する。

▼緊急輸送道路


